
専修大学社会体育研究所｢体育研究紀要｣投稿規定

1.本誌に投稿することのできるのは､専修大学社会体育研究所員､または編集委員会で認められた

者とする｡

2.編集委員は､専修大学社会体育研究所所員総会において選任される｡

3.投稿原稿の採否および掲載順序は複数委員による査読を経て､編集委員会で決定される｡

4.編集委員会は執筆者に加筆修正を求めることができる｡

5.原稿は､ 400字詰横書き原稿用紙に黒インク書きにし､ひらがな現代かなづかいとする｡和文

ワードプロセッサーを用いる場合には､ A4版用紙に横書きで全角40字20行とする｡

6.原稿は､保健体育学的な研究に関連するもので他誌に未発表のものとし､総説､原著論文､実践

研究､研究資料､短報､報告､書評､内外の研究動向および本誌編集委員会で認められたものな

どとし､その内容が完結されたものに限る｡

7.原稿は､表紙､本文､文献､図表より構成されるものとする｡また原著には､ 5語以内のキーワード､

英文の表題および抄録をつける｡

8.図の原稿は黒インクで墨入れし､図中の文字や数字は直接印刷できるようにきれいにはっきりと

書く｡

9.図表は本文とは別紙とし､通し番号とタイトルをつけ､本文中に挿入する箇所を欄外に記入する｡

10.文献の本文中の引用は､著者姓､西暦年号とし､引用文献は､著者姓のアルファベット順に稿末

に一括して記載する｡なお記述形式は､日本体育学会誌｢体育学研究｣の規定に準ずる｡

ll.原稿にはコピー2部を添え､合計3部を提出する｡投稿原稿は特に要望がないかぎり返却しない｡

12.校正は原則として著者校とする｡

13.別刷りは1(氾部まで無料としこ　それ以上は本人負担とする｡別刷り希望者は､校正時に必要部数を

記入すること｡
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